
預貯金等

報酬

預貯金等－報酬

＝A

助成額
“B－A”

（月額上限あり）

①生活保護受給者で助成対象のケース

基準額＝B
（在宅の場合）336,000円
（施設等の場合）216,000円

例）預貯金等50万円、報酬20万円で在宅の場合
預貯金等500,000円-報酬200,000円＝300,000円
基準額336,000円-300,000円＝36,000円
→36,000円を助成



預貯金等

報酬

預貯金等－報酬

＝A

Aが基準額B以上
→助成なし

②生活保護受給者で助成対象外のケース

基準額＝B
（在宅の場合）336,000円
（施設等の場合）216,000円

例）預貯金等60万円、報酬20万円で在宅の場合
預貯金等600,000円-報酬200,000円＝400,000円≧基準額336,000円
→助成対象外



預貯金等

報酬

預貯金等－報酬

＝A

③生活保護受給者以外で助成対象のケース

基準額＝B
居住生活基準額６か月分の金額
※同居人数などにより基準額が変わる
ためお問い合わせください

助成額
“B－A”

（月額上限あり）

例）預貯金等60万円、報酬20万円で在宅で１人暮らしの75歳
預貯金等600,000円-報酬200,000円＝400,000円
基準額454,500円-400,000円＝54,500円
→54,500円を助成



預貯金等

報酬

預貯金等－報酬

＝A

④生活保護受給者以外で助成対象外のケース

基準額＝B
居住生活基準額６か月分の金額
※同居人数などにより基準額が変わる
ためお問い合わせください

Aが基準額B以上
→助成なし

例）預貯金等70万円、報酬20万円で在宅で１人暮らしの75歳
預貯金等700,000円-報酬20,000円＝500,000円≧基準454,500円
→助成対象外



預貯金等

報酬

預貯金等＝A

⑤基準額よりも預貯金等が少なく、助成対象になるケース

報酬

報酬を預貯金等から引く前に
すでに基準額より少ない

→報酬を支給（月額上限あり）

基準額＝B
（生活保護受給＋在宅の場合）336,000円
（生活保護受給＋施設等の場合）216,000円
（生活保護受給以外の場合）居住生活基準額６か月分の金額
※同居人数などにより基準額が変わるためお問い合わせくだ
さい

例）預貯金等30万円、報酬20万円で在宅で生活保護受給者の場合
預貯金等300,000円＜基準額336,000円
→報酬200,000円を支給

例）預貯金等30万円、報酬40万円で在宅で生活保護受給者の場合
預貯金等300,000円＜基準額336,000円
月額上限（28,000/月）×12か月＝336,000円＜報酬400,000円
→月額上限336,000円を支給


